
（2） 2013.　5.　11凡例　対対象　日日時　場会場　内内容　講講師　定定員　費費用　申申し込み　問問い合わせ

　市では、市の都市公園施設を効果的かつ効率的に管理運営できる指定管理者を募集します。募
集施設は下表のとおりです。
指定期間２０１４年４月１日～２０１９年３月３１日（５年間）

募集施設一覧
有料公園施設名都市公園名募集単位

相原中央グラウンド、相原中央テニスコート相原中央公園①相原中央公園
町田市立陸上競技場、野津田球場、上の原グラウンド、野津田公園テニスコート野津田公園②野津田公園
小野路球場、小野路グラウンド小野路公園③小野路公園

　グループ 鶴川球場、鶴川中央公園テニスコート鶴川中央公園
鶴川第2テニスコート鶴川1号緑地
サン町田旭体育館、町田市民球場、町田中央公園テニスコート町田中央公園

④町田中央公園
　グループ

木曽山崎グラウンド木曽山崎公園
鶴間公園テニスコート鶴間公園
藤の台球場日向山公園※
忠生公園ソフトボール場忠生公園※

※日向山公園は区域の一部、忠生公園は有料運動施設のみを対象

市
税
の
納
税
通
知
書
の

発
送
と
減
免
等
の
お
知
ら
せ

市
税
の
納
税
通
知
書
の

発
送
と
減
免
等
の
お
知
ら
せ

市
税
の
納
税
通
知
書
の

発
送
と
減
免
等
の
お
知
ら
せ

市
税
の
納
税
通
知
書
の

発
送
と
減
免
等
の
お
知
ら
せ

　
２
０
１
３
年
度
の
課
税
額
や
そ

の
根
拠
と
な
る
所
得
額
、
控
除
額

等
が
記
載
さ
れ
た
、
納
税
通
知
書

・
税
額
通
知
書
を
次
の
日
程
で
発

送
し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら
納
期

限
ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
個
人
の
市
・
都
民
税

　
６
月
３
日
発
送
（
第
１
期
納
期

限
＝
７
月
１
日
）

※
　
歳
以
上
の
公
的
年
金
所
得
の

６５
あ
る
方
に
は
６
月
　
日
に
発
送
し

１４

ま
す
。
給
与
差
し
引
き
の
方
に

は
、
勤
務
先
へ
税
額
通
知
書
を
５

月
　
日
に
発
送
し
ま
す
。

１３
○
軽
自
動
車
税

　
５
月
　
日
発
送
（
納
期
限
＝
５

１３

月
　
日
）

３１
○
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
２
０
１
３
年
度
の
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
し
た
。
５
月
　
日
ま

１２

で
に
届
か
な
い
場
合
は
、
資
産
税

課
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

【
減
免
制
度
の
ご
案
内
】

　
減
免
申
請
等
の
手
続
き
は
、
郵

送
ま
た
は
各
担
当
窓
口
へ
直
接
お

持
ち
下
さ
い
。

○
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
集
会
所
や
福
祉
施
設
、
ま
た
一

般
に
開
放
さ
れ
た
遊
び
場
や
公
園

等
、
専
ら
公
益
の
た
め
に
利
用
す

る
固
定
資
産
（
有
料
で
利
用
す
る

も
の
は
除
く
）、
災
害
等
に
よ
り

価
値
を
著
し
く
減
じ
ら
れ
た
固
定

資
産
、
生
活
保
護
法
に
よ
り
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
の
固

定
資
産
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ

り
減
免
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

○
個
人
の
市
・
都
民
税

　
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
、

災
害
で
住
宅
や
家
財
に
損
害
を
受

け
た
方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
申
請

に
よ
り
減
免
が
認
め
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

○
法
人
市
民
税

　
収
益
事
業
等
を
行
っ
て
い
な
い

Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公

益
財
団
法
人
は
、
申
請
に
よ
り
減

免
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
個
別
に

ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

○
軽
自
動
車
税

　
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
方
、
ま

た
は
そ
の
方
と
同
一
世
帯
の
方
が

所
有
（
登
録
）
し
、
障
が
い
者
自

身
が
使
用
、
ま
た
は
そ
の
障
が
い

者
の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車

等
は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税

が
減
免
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
普

通
自
動
車
、
軽
自
動
車
、
二
輪
車

を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車
と
原
動

機
付
自
転
車
の
う
ち
、
障
が
い
の

あ
る
方
１
人
に
対
し
て
１
台
に
限

ら
れ
ま
す
。

　
申
請
は
、
平
成
　
年
度
軽
自
動

２５

車
税
納
税
通
知
書
（
納
付
し
な
い

で
下
さ
い
）・
身
体
障
害
者
手
帳

等
・
運
転
者
の
運
転
免
許
証
・
納

税
義
務
者
の
印
鑑
を
お
持
ち
の
う

え
、
５
月
　
日
ま
で
に
市
民
税
課

３１

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）
へ
。

※
社
会
福
祉
法
人
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
所

有
し
、
専
ら
当
該
法
人
の
本
来
の

事
業
に
専
用
す
る
車
両
、
中
国
残

留
邦
人
の
方
で
自
立
支
援
法
に
よ

る
支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
方
が

所
有
す
る
車
両
、
車
検
証
に
身
体

障
が
い
者
輸
送
用
等
と
記
載
さ
れ

  
食
改
善
調
理
実
習

【
免
疫
力
ア
ッ
プ
で
体
を
守
る
外
】

対
市
内
在
住
の
方

日
５
月
　
日
（
木
）
午
前
９
時
　

３０

３０

分
～
午
後
１
時

場
健
康
福
祉
会
館

内
栄
養
士
の
話
、
調
理
実
習
等

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

２４
費
５
０
０
円
（
材
料
費
）

申
５
月
　
日
～
　
日
に
イ
ベ
ン
ト

１３

２２

ダ
イ
ヤ
ル
（
辺辺
７
２
４
・
５
６
５

６
）
へ
。

問
健
康
課
辺辺
７
２
５
・
５
４
７
１

返
７
２
５
・
５
１
９
８

  
認
可
保
育
園
職
員

　
詳
細
は
認
可
保
育
園
へ
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

対
有
資
格
者

○
ね
む
の
木
保
育
園
（
辺辺
７
０
６

・
０
７
３
３
）＝
保
育
士（
非
常
勤
）

問
子
育
て
支
援
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
３
８
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

９
４
５
９

 
家
族
介
護
者
教
室

　
お
住
ま
い
の
地
区
を
担
当
す
る

健
康
案
内

健
康
案
内

健
康
案
内

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

恩
温

桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶

採用日（予定）日程等受験資格募集人員職　種

２０１４年
４月１日○郵送受付

５月２４日（金）
まで

○電子申請
５月１７日（金）
～２７日（月）午
後５時

○１次試験日
６月３０日（日）

１９８３（昭和５８）年４月２日
から１９９２（平成４）年４月
１日までに生まれた方（学
歴要件はありません）

３０人程度一般事務
（Ⅰ類大卒程度）

２０１３年
１０月１日

１９７７（昭和５２）年４月２日
から１９９１（平成３）年４月
１日までに生まれた、大学
でそれぞれの専門技術系学
科を卒業、またはそれと同
等の知識を有する方（専門
技術系学科の大学卒業と同
等の知識を有すれば学歴要
件はありません）

若干名

土木技術
（Ⅰ類大卒程度）

機械技術
（Ⅰ類大卒程度）

電気技術
（Ⅰ類大卒程度）

１９７７（昭和５２）年４月２日
以降に生まれた、保健師資
格を有する方

若干名保健師

１全職種とも地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は受験できません。
２試験は活字印刷文で行います。
※試験実施要項と受験申込書は町田市ホームページでダウンロードできます。ま
た市役所、各市民センターでも配布しています。

※一般事務職以外の技術系・資格系の職員募集（２０１４年４月１日採用）は、今年
度後半に行う予定です（欠員が生じた職種のみ実施）。

 町田市職員募町田市職員募集集 問職員課辺辺７２４･２１９９

恩
温

桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶
桶

都市公園施設の指定管理者募都市公園施設の指定管理者募集集

【説明会を行います】
　参加希望の方は、募集要項（５月１４日か
ら町田市ホームページでダウンロード可）
をご覧いただき、５日１４日～１７日にお申し
込み下さい。
日５月２０日（月）午前１０時～１１時３０分

場町田リサイクル文化センター研修室
※参加者駐車場は、土木・公園サービスセ
ンターと町田リサイクル文化センターの間
です。
問公園緑地課辺辺７９８・５６３８返０５０・３１６１・６２６９

恩 温桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

恩 温桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
以
外
の
催

し
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

【
認
知
症
対
応
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

と
は
？
】

日
５
月
　
日
（
金
）
午
後
２
時
～

２４

３
時
　
分
３０

場
サ
ン
シ
ル
バ
ー
町
田

内
施
設
見
学
、
認
知
症
対
応
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
の
説
明
等

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

１５
申
電
話
で
堺
第
１
高
齢
者
支
援
セ

ン
タ
ー（
辺辺
７
７
０
・
２
５
５
８
）

へ
。

【
認
知
症
・
安
楽
な
介
護
技
術
に

つ
い
て
】

日
５
月
　
日
（
土
）
午
後
１
時
　

２５

３０

分
～
３
時
　
分
（
終
了
後
に
交
流

３０

会
有
り
）

場
第
二
清
風
園

申
電
話
で
鶴
川
第
１
高
齢
者
支
援

セ
ン
タ
ー（
辺辺
７
３
６
・
６
９
２

７
）
へ
。

◇

問
高
齢
者
福
祉
課
辺辺
７
２
４
・
２

１
４
０
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

て
い
る
車
両
等
に
つ
い
て
も
減
免

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
軽
自
動
車
税
を
納
付
済
み
の
場

合
、
申
請
期
限
の
５
月
　
日
を
過

３１

ぎ
た
場
合
は
、
減
免
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

【
市
税
の
お
支
払
い
が
困
難
な
方

は
納
税
相
談
を
】

　
災
害
や
病
気
等
の
や
む
を
得
な

い
理
由
で
納
期
限
ま
で
に
市
税
の

支
払
い
が
困
難
な
方
に
は
、
そ
の

事
情
に
応
じ
た
納
税
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
早
め
の
ご
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
○
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

に
つ
い
て
＝
資
産
税
課
辺辺
７
２
４

・
２
５
３
０
、
２
１
１
９
、
２
１

１
８
、
２
１
１
６
返
０
５
０
・
３

０
８
５
・
６
０
９
４
、
○
個
人
の

市
・
都
民
税
に
つ
い
て
＝
市
民
税

課
辺辺
７
２
４
・
２
１
１
７
、
２
１

１
４
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６

０
８
４
、
○
法
人
市
民
税
・
軽
自

動
車
税
に
つ
い
て
＝
市
民
税
課
辺辺

７
２
４
・
２
１
１
３
返
０
５
０
・

３
０
８
５
・
６
０
８
４
、
○
お
支

払
い
に
つ
い
て
＝
納
税
課
辺辺
７
２

４
・
２
１
２
２
返
０
５
０
・
３
０

８
５
・
６
２
３
７

　
市
で
は
、
下
水
道
管
理
区
域
内

の
公
共
汚
水
ま
す
及
び
本
管
に
至

る
取
付
管
（
市
管
理
部
分
）
の
汚

水
の
流
れ
を
点
検
し
、
詰
ま
り
等

の
発
生
を
防
い
で
い
ま
す
。

　
身
分
証
明
書
を
携
行
し
、
腕
章

を
つ
け
た
市
委
託
業
者
が
、
宅
地

内
に
あ
る
公
共
汚
水
ま
す
の
点
検

に
伺
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
こ
の
調
査
で
費
用
を
請
求
す
る

こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

期
間
５
月
　
日
～
６
月
　
日
（
日

１３

２２

曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）
の
午
前

９
時
～
午
後
５
時

対
象
地
域
大
蔵
町
２
０
１
番
・
２

５
２
番
・
２
７
９
番
・
５
１
７
番

・
２
７
６
１
番
～
３
５
０
７
番

問
下
水
道
管
理
課
辺辺
７
２
４
・
４

３
２
８
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・

６
８
７
２

公
共
汚
水
ま
す
の

　
　

点
検
に
伺
い
ま
す

公
共
汚
水
ま
す
の

　
　

点
検
に
伺
い
ま
す

公
共
汚
水
ま
す
の

　
　

点
検
に
伺
い
ま
す

汚水

　取付管

　宅地

　側溝

　マンホール

　公道

汚水ます

公共汚
水ます

下水道本管

点検箇所

排水設備
（個人で設置・
管理する部分）

公共下水道
（市で設置・
管理する部分）

※化粧ぶた（タイル等で装飾されたふた）はお客様の管理と
　なっています。点検時には開閉にご協力をお願いします。

点検箇所案内図

申し込み定　員会　場日　時会議名
会議当日に教育総務課
（市役所本庁舎１０階、辺辺
７２４・２１７２）で受け付け

市役所本庁舎
１０階会議室１０
−３～５

５月１７日（金）
午前１０時から

町田市教育委
員会定例会

５月１３日から電話で公
園緑地課（辺辺７２４・４３９７）
へ

５人
（申し込み順）

市役所本庁舎
１０階会議室１０
−２

５月２１日（火）
午前９時３０分
～１１時３０分

第二次野津田公
園整備基本計画
策定懇談会

５月１７日までに電話ま
たはFAXで交通事業
推進課（辺辺７２４・４２６０返
０５０・３１６１・６３２２）へ

３人
（申し込み順）

市役所本庁舎
３階会議室３
−１

５月２８日（火）
午前１０時３０分
～正午

町田市福祉の
まちづくり推
進協議会バリ
アフリー部会

全職種とも試験実施要項をよくお読みのうえお申し込み下さい。


